
宇多津町移住促進・空き家改修等補助金交付要綱 (平成27年３月25日要綱第10号) 

最終改正:令和３年３月31日要綱第20号

改正内容:令和３年３月31日要綱第20号 [令和３年３月31日]

○宇多津町移住促進・空き家改修等補助金交付要綱
平成27年３月25日要綱第10号

改正
令和３年３月31日要綱第20号

宇多津町移住促進・空き家改修等補助金交付要綱
（趣旨）
第１条 この要綱は、宇多津町内に存在する空き家の有効活用を図り、町内への移住・定住を促進するため、空き家の改
修等に要する費用に対し予算の範囲内で宇多津町移住促進・空き家改修等補助金（以下「補助金」という。）を交付す
ることについて必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(１) 空き家 宇多津町内に個人が居住を目的として建築又は購入したが、現に居住等をしていない一戸建て専用住宅
及び一戸建て併用住宅（近く居住等をしなくなる予定のものを含む。）をいう。

(２) 所有者等 空き家に係る所有権又はその他の売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する個人をいう。
(３) 空き家バンク 空き家の売却、賃貸等を希望する所有者等の申込みに基づき、又は同意を得て収集した空き家の
情報を、移住希望者に対し、紹介するための空き家の情報の登録・提供制度をいう。

(４) 利用者 空き家バンクを活用して、売買契約の締結により新たに空き家の所有者となることが決定している個人
又は賃貸借契約の締結により空き家を賃借することが決定している個人をいう。

(５) 空き家であった住宅 第１号に規定する空き家を第４号に規定する利用者が使用できる状態となった一戸建て専
用住宅及び一戸建て併用住宅

(６) 改修 空き家の機能又は性能を維持又は向上させるため、空き家の全部又は一部の修繕、補修、更新、取替え等
を行うことをいう。

(７) 家財道具の処分 空き家又は空き家であった住宅の利用のために不要な家財道具等の運搬・処分をいう。
（補助対象物件）
第３条 補助金の対象となる空き家（以下「補助対象物件」という。）は、次の各号の全てに該当するものとする。
(１) 補助金の交付申請の日において、空き家バンクに登録されている空き家（補助金の交付を受けた日から起算して
引き続き３年間空き家バンクに登録が可能な空き家に限る。）又は空き家バンクに登録されていた空き家であった住
宅であること。

(２) 補助金の交付決定の日において、補助金の交付の対象となる改修等（以下「補助対象事業」という。）に着手し
ていないこと。

(３) 補助金の申請年度内に補助対象事業の完了が見込まれること。
２ この要綱による補助金の交付は、同一の補助対象物件に対し、改修に要する経費及び家財道具の処分に要する経費に
つき、各１回を限度とする。
（補助対象者）
第４条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、補助金の交付申請の日において本町の町税を
滞納していない個人であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(１) 空き家バンクに登録した空き家の所有者等
(２) 補助対象物件の売買契約を締結した日又は最初の賃貸借契約を締結した日から起算して１年を経過していない者
であって、当該補助対象物件に補助金の交付を受けた日から起算して３年以上引き続いて居住する意思を有する利用
者（賃借する場合にあっては、改修に関し所有者の承諾を得ている場合に限る。）

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができない。
(１) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴
力団をいう。）、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をい
う。）又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者。

(２) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがある者又は交付を受ける予定がある者（補助対象者の同一世
帯員である者が当該事由に該当する場合を含む。）
（補助対象事業費）
第５条 補助金の交付対象となる改修に要する経費又は家財道具の処分に要する経費（以下「補助対象事業費」とい
う。）は、次の各号のいずれかに該当する経費として、補助対象者が支出する経費（消費税及び地方消費税を含む。）
とする。

Page 1 of 3宇多津町移住促進・空き家改修等補助金交付要綱 宇多津町例規集（香川県）

2022/03/31http://asa.daiichihoki.asp.lgwan.jp/newsearch/SrPrF12/init



(１) 改修工事
(２) 家財道具の処分
２ 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象事業費から除外する。
(１) 外構、車庫、倉庫等の改修工事
(２) 住宅構造の改修工事を伴わない機器・備品等の購入及び設置工事
(３) 庭木の剪定及び除草等
(４) その他町長が不適当と認めた工事等
３ 補助対象事業費が国、県又は本町等の他の制度による補助金を受ける場合、同条第１項の規定の適用に当たっては、
当該補助金の対象経費を補助対象事業費から控除する。
（補助金の額）
第６条 補助金の額は、第５条第１項各号ごとの補助対象事業費に２分の１を乗じて得た額（当該額に1,000円未満の端
数があるときは、これを切り捨てた額）の合計額とする。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に
定める額を補助上限額とする。
(１) 第５条第１項第１号に規定する改修工事 50万円
(２) 第５条第１項第２号に規定する家財道具の処分 ５万円
２ 前項の規定にかかわらず、補助対象事業費が前項各号に掲げる補助上限額に対応する額を超える場合における補助上
限額は、「香川県移住促進・空き家改修等補助金交付要綱（平成27年４月１日制定）」の規定に基づき、次の各号に
掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(１) 第５条第１項第１号に規定する改修工事 100万円
(２) 第５条第１項第２号に規定する家財道具の処分 10万円
（補助金の交付申請）
第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、補助対象事業の着手前に宇多津町移
住促進・空き家改修等補助金交付申請書（様式第１号）に、次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に申請し、交付
決定を受けなければならない。
(１) 申請者の住民票（コピー可。）
(２) 申請者の町税納税証明書
(３) 補助対象物件の所有権が確認できる書類（所有者等が申請する場合に限る。）
(４) 売買基本契約書又は賃貸借契約書の写し（利用者が申請する場合に限る。）
(５) 補助対象事業費が確認できる書類の写し（内訳を含む。）
(６) 補助対象事業の予定内容の詳細が分かる書類の写し
(７) 補助対象事業の予定箇所の現況写真
(８) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
（補助金の交付決定）
第８条 町長は、前条の規定に基づき提出された申請書等の審査、必要に応じて行う実地調査等により、補助金を交付す
ることが適当であると認めたときは、宇多津町移住促進・空き家改修等補助金交付決定通知書（様式第２号）により申
請者に通知する。
２ 町長は前項の決定にあたり、条件を付すことができる。
（補助対象事業の変更等）
第９条 前条の規定による交付決定通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、申請内容を変更し、又は中止し
ようとするときは、宇多津町移住促進・空き家改修等補助金変更等申請書（様式第３号）を町長に提出し、その承認を
受けなければならない。
２ 町長は、前項の申請を承認することが適当と認めたときは、宇多津町移住促進・空き家改修等補助金交付決定変更等
通知書（様式第４号）により通知するものとする。
（実績報告）
第10条 交付決定者は、補助対象事業の完了後速やかに宇多津町移住促進・空き家改修等補助金実績報告書（様式第５
号）に次に掲げる関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(１) 補助対象事業費の請求書の写し（内訳含む。）
(２) 補助対象事業費の支払いが確認できる書類の写し
(３) 補助対象事業実施箇所の着手前及び完成後の写真
(４) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
（補助金の額の確定）
第11条 町長は、前条の規定により報告された書類の審査、必要に応じて行う実地調査等により、補助金の交付の内容
及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、宇多津町移住促進・空き家改修等
補助金確定通知書（様式第６号）により交付決定者に通知する。
（補助金の請求）
第12条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに宇多津町移住促進・空き家改修等補助金交付
請求書（様式第７号）により町長に補助金の交付を請求するものとする。
（補助金の交付）
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第13条 町長は、前条の規定に基づき補助金の交付を請求されたときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するもの
とする。
（交付決定の取消し等）
第14条 町長は、第９条第２項の規定による承認をした場合又は交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた
ときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(１) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(２) 交付決定者が補助金の交付を受けた日から起算して３年以内に交付決定を受けた補助対象物件の取壊しを行った
とき。

(３) 第４条第１号に該当する交付決定者が、補助金の交付を受けた日から起算して３年以内に交付決定を受けた補助
対象物件（第３条第１項第１号に規定する空き家バンクに現に登録されている空き家に限る。）を、自己都合により
空き家バンクの登録から取り下げたとき。

(４) この要綱の規定又はこの要綱の規定に基づく町長の指示又は命令に違反したとき。
(５) 補助対象事業の遂行ができないとき。
２ 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において既に補助金が交付されている
ときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
（その他）
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附 則
この要綱は、平成27年４月１日から施行する。
附 則（令和３年３月31日要綱第20号）

この要綱は、公布の日から施行する。
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